
主        　　　文
　　　　１　被告は，原告Ｘ１に対し金５０２３万６６４８円，同Ｘ２，同Ｘ３，同Ｘ４及び同Ｘ５に

対しそれぞれ，金１２５５万９１６２円及び前記各金員に対する平成９年８月
９日から支払済みまで年５％の割合による金員を支払え。

　　　　２　原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
　　　　３　訴訟費用はこれを１０分し，その７を被告の，その余を原告らの負担とする。
　　　　４　この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。

事実及び理由
第１　請求
　　　被告は，原告Ｘ１に対し金６９３０万６４２円，同Ｘ２，同Ｘ３，同Ｘ４，同Ｘ５に対しそれ

ぞれ金１８４５万１５９円及び前記各金員に対する平成９年８月９日から支払済みま
で年５％の割合による金員を支払え。

第２　事案の概要
　　　本件事案の概要は次のとおりである。Ｈ（以下「亡Ｈ」という）は，平成９年８月７日，

喉の痛みや呼吸困難等を訴え，被告が経営する総合病院Ｊ（以下「被告病院」とい
う）で医師の診察を受けたが，診察後の点滴中に病態が急変し，翌８日，低酸素症
による肺機能及び脳機能等の低下が原因で死亡した。亡Ｈの相続人である原告ら
は，亡Ｈが死亡したのは，①被告病院の医師が，亡Ｈの咽喉頭部の異常を予見す
ることが可能であったのにこれを怠り，適切な検査及び治療を行わなかったことに
ある，②被告病院の医師及び看護婦（以下「被告医師ら」という）は，亡Ｈの急変
後，直ちに，亡Ｈに対し，気管切開等の適切な気道確保手段をとるべきであったの
にこれを怠ったことにあるなどと主張して，被告に対し，診療契約の債務不履行に
基づき，損害賠償請求をしている。

　１　争いのない事実等（証拠等によって認定した事実は末尾に当該証拠等を掲記す
る。なお，以下の出来事は，特段の断りがない限り，すべて平成９年の出来事であ
るので，平成９年を省略する。）

　　(1)　当事者等
　　　ア　亡Ｈは，昭和１２年１２月２０日に生まれ，平成９年８月８日，被告病院において

死亡した（死亡当時５９歳）。
イ　原告Ｘ１（以下「Ｘ１」という）は亡Ｈの妻であり，同Ｘ２（以下「Ｘ２」という），同Ｘ

３（以下「Ｘ３」という），同Ｘ４（以下「Ｘ４」という），同Ｘ５（以下「Ｘ５」といい，上
記原告５名を併せて「原告ら」という）は，いずれも亡Ｈの子である。

ウ　被告は，医療施設を経営する医療法人社団であり，東京都豊島区ｉj丁目ｋ番
ｌ号において，被告病院を開設，経営している。

(2)　亡Ｈの被告病院受診前の事実経過の概略
ア　亡Ｈは，８月６日，喉の痛みを訴え，Ｋクリニック（内科）の医師Ｋ（以下「Ｋ医

師」という）の診察を受けた。Ｋ医師は，亡Ｈの症状を急性咽頭炎と診断し，タ
リビット（化学療法薬），ロキソニン（解熱，鎮痛，抗炎症薬）などの内服薬を処
方した（甲２，１０【２丁表】，乙２【３頁】，３【９頁】，弁論の全趣旨）。

イ　亡Ｈは，８月７日午後４時ころ，Ｌ耳鼻咽喉科の医師Ｌ（以下「Ｌ医師」という）
の診察を受けた。亡Ｈは，診察の際，Ｌ医師に対し，「喉が痛くて話ができな
い」旨記載したメモを持参した。Ｌ医師は，診察の結果，亡Ｈの症状を急性咽
頭炎と診断し，セフゾン（抗生物質），ニフラン（解熱，鎮痛，抗炎症薬）を投薬
した（甲２，１０【２丁表】，乙２【３頁】，弁論の全趣旨）。

ウ　亡Ｈは，Ｌ耳鼻咽喉科から帰宅した後，自宅で横になっていたが，８月７日午
後８時ころ，Ｘ２に対し，息が苦しいから救急車を呼んでほしいと訴えた（甲１０
【１４丁表】，１２【２頁】，乙２【１２頁】，３，Ｘ２本人）。

エ　Ｘ２は，Ｌ耳鼻咽喉科に電話で対処方法を尋ねたが，はっきりしなかっため，
亡Ｈは，Ｘ３の運転する車で被告病院に行った（甲１０【１４丁表】，乙２【１２
頁】）。

(3)　亡Ｈの急変前における事実経過の概要（なお，被告病院における出来事は，
特段の断りがない限り，すべて８月７日の出来事であるので，８月７日という日付
の記載を省略し，以下同様の表記をする）
ア　亡Ｈは，午後８時１８分ころ，被告病院に到着した。亡Ｈは，看護婦から記入

を求められた問診票（以下「本件問診票」という）に，「のどがとても痛くて生ツ
バものめない。時々急に苦しくなる。ＰＭ６：３０頃薬を飲んだ。とても痛くがま
んしてのむ。熱さましを飲んでから粉がからんでとても苦しくなった。少し熱が



あると思う。」等と自らの症状を記載した（甲９【１８丁裏】，乙１【６頁】）。
イ　被告病院では，救急外来の当直医であった医師Ｎ（以下「Ｎ医師」という）が

亡Ｈを診察した（以下「本件初診」という）。Ｎ医師は，本件初診の結果，亡Ｈの
症状について，急性咽頭炎と診断した（甲４【４頁】，証人Ｎ【１１頁】）。

ウ　Ｎ医師は，看護婦に対し，ＫＮ３Ｂ（維持液）５００ｍｌ，ホスホマイシン（抗生物
質）２ｇとハイドロコートン（リン酸ヒドロコルチゾンナトリウム，糖質副腎皮質ホ
ルモン）２００ｍｇを前腕へ点滴し（以下「本件点滴」という），更に，メナミン（消
炎鎮痛剤）２５ｍｇを筋肉注射するよう指示した（乙４【２頁】，弁論の全趣旨）。

エ　看護婦は，午後８時２５分ころ，処置室（以下「本件処置室」という）で，亡Ｈに
対し，本件点滴を開始し，更に，午後８時４０分ころ，メナミン２５ｍｇを筋肉注
射した（甲９【１９丁表】，乙１【７頁】）。亡Ｈは，点滴を受けている際，本件処置
室のベッドに横になり，いびきをかいて眠ったりしていた（甲９【１９丁表，２４丁
表】，乙１【７頁】）。

(4)　亡Ｈの急変後における事実経過の概要（なお，被告は，亡Ｈの急変後における
各処置の具体的時間について争うが，証拠〔甲９【２６丁】，証人Ｎ【２９頁】，証人
Ｍ【４７，４８頁】〕によれば，証人Ｍが，原告らに対する説明に用いたメモにおけ
る経過表は，急変時に本件処置室にいたＮ医師ら関係者から事情聴取して作成
したことが認められ，その記載に不合理な点はないから，以下，この経過表【甲
３】の記載をもとに認定することとし，特段の断りがない限り，認定に供した書証
である甲３を掲記することは省略する）
ア　亡Ｈは，午後９時４０分ころ，看護婦に対し，痰が出るのでティシュペーパー

をとってほしいと述べ，看護婦から渡されたティシュペーパーに白色の痰を喀
出したが，再度，痰を喀出しようとしたところ，うまくいかず，そのうち，「息苦し
い，息苦しい」と訴えるに至り，手爪にもチアノーゼ（血中の酸素含量が正常
以下に減少し，還元ヘモグロビンが増加した結果，粘膜や皮膚が青くみえる
現象）が出現した（以下「本件急変」という，甲９【１９丁表，２４丁表】，１７【６５
頁】，乙１【７頁】，弁論の全趣旨）。

イ　看護婦は，午後９時４２分ころ，被告病院の地下１階にある当直室に電話し，
当直室にいたＮ医師に対し，亡Ｈの呼吸がおかしいのですぐ来てほしいと求
めた。このころ，亡Ｈが呼吸停止様の状態に陥ったため，看護婦は，亡Ｈに対
し，直ちに，心臓マッサージを行った（甲９【１９丁表，２４丁表】，乙１【７頁】）。

ウ　Ｎ医師は，午後９時４３分ころ，本件処置室に到着した。この時点で亡Ｈには
チアノーゼが認められ，自発呼吸も弱かった。そのため，Ｎ医師は，亡Ｈの下
顎を挙上するとともに，アンビューバックにより酸素を送り込み，換気を開始し
た。更に，Ｎ医師は，看護婦に対し，応援のために人員を集めるよう指示した
（甲９【１９丁表】，乙１【７頁】，４【３頁】，証人Ｎ【２３頁】）。

エ　Ｎ医師は，午後９時５０分ころ，亡Ｈに対し，気管内挿管を試みたが，喉頭の
展開が困難で，喉頭鏡を使用しても声門が確認不能で挿管することができな
かった（乙４【３頁】，証人Ｎ【２５頁】，以下「１回目の挿管」という）。

オ　Ｎ医師は，午後９時５５分ころ，亡Ｈに，心電図モニターを装着した。心電図
モニターによれば，心拍数は１２３であった（甲１０【１４丁表】）。この頃，Ｎ医師
は，Ｈに対し，喉頭鏡を用いて，気管内挿管を試みた（乙４【３頁】，証人Ｎ【３１
頁】，以下「２回目の挿管」という）が，喉頭の展開が困難で声門の確認ができ
ないため，挿管を断念し，再びアンビューバックでの換気に戻った（弁論の全
趣旨）。

カ　しかし，アンビューバックでの換気は不十分であったため，Ｎ医師は，午後９
時５８分ころ，亡Ｈに対し，気管内挿管を試みた（乙４【４頁】，証人Ｎ【３１頁】，
弁論の全趣旨，以下「３回目の挿管」という）。Ｎ医師は，挿管後，亡Ｈの呼吸
音を確認し，正常に気管内へ挿管されたと判断したが，３回目の挿管は食道
への誤挿管であった。

キ　被告病院の副医院長をしていた医師Ｍ（以下「Ｍ医師」という）は，看護婦か
ら，午後９時５０分及び同５５分にポケットベルで呼出しを受け，午後９時５８分
ころ，本件処置室に到着した。Ｍ医師が本件処置室に到着した時点での亡Ｈ
のパルスオキシメーターによる酸素飽和度測定値（以下「ＳＰＯ２」という）は２
３％（正常値は９５ないし９７％）であり，腹部膨満，チアノーゼも顕著に見られ
た。Ｍ医師は，Ｎ医師から，挿管部を覗いてほしいと求められ，喉頭鏡で確認
したが，喉頭蓋の浮腫のために，気管内に挿管されているか否かを確認する
ことはできなかった（甲３，９【２４丁】，弁論の全趣旨）。



ク　亡Ｈは，午後１０時００分ころ，心停止状態に陥り，同人に対し，心臓マッサー
ジが開始された（甲３，９【２４丁】）。

ケ　午後１０時０５分ころ，３回目の挿管により，挿管されていたチューブから吐
物が逆流し，３回目の挿管が食道への誤挿管であったことが判明した。Ｍ医
師は，直ちに，気管内にチューブを挿管し，これに成功した（甲３，証人Ｍ）。

コ　Ｍ医師による気管内挿管により，亡Ｈの心拍は再開し，血圧も安定したた
め，亡Ｈは，病棟に移送され人口呼吸器により全身管理が行われた。その
後，亡Ｈは，一時，自発呼吸ができるまでに回復したが，血圧，ＳＰＯ２が徐々
に低下し，肺や胃から出血が生じ心停止にいたり，８月８日午前５時０８分，低
酸素症による肺機能，脳機能の低下等が原因で死亡した（甲９【２５丁】，１０
【４丁表】，乙２【５頁】）。

　　(5)　亡Ｈ死亡後の事実経過の概要
　　　ア　原告らの申入れにより，亡Ｈは，東京都監察医務院において，東京都監察医Ｏ

（以下「Ｏ医師」という）により解剖された。
イ　東京都監察医務院が作成した亡Ｈの死体検案書（以下「本件死体検案書」と

いう）には，亡Ｈの直接の死因について「気道口閉塞による窒息（推定）」とさ
れ，その原因として，「急性咽・喉頭炎」が記載されている。また，解剖（主要所
見）欄では，咽・喉頭部の膿瘍形成と出血・浮腫の存在が指摘されている（甲
１，乙３）。

ウ　８月１５日，被告病院において，亡Ｈに対する治療経過等に関する説明会が
開催された。被告病院からは，Ｍ医師とＮ医師が出席し，原告らに対し，報告
書（甲３）を用いて，概略「宮崎Ｈの治療に関しての照会」と題する書面（甲４）
記載のとおりの説明がされた。Ｍ医師が記載したメモ（甲９【２５丁】）には，こ
の説明会で，解剖の報告を待たないと確定はできないものの，亡Ｈは急性咽
喉頭炎，咽後膿瘍により喉頭が圧迫され窒息したこと，救命処置が十分的確
に実施できず無酸素症となり肺機能，脳の機能が低下し死に至ったと推認で
きること，確実な挿管が早期にできていたら救命できた可能性があること等が
確認されたとの記載がある（甲３，４，９，弁論の全趣旨）。

　２　争点
(1)　亡Ｈの本件急変の原因は何か。Ｎ医師は，遅くとも本件急変以前に，亡Ｈの喉

頭部の異常を予見することが可能であったか。また，予見可能であった場合，Ｎ
医師が，亡Ｈに対し，直ちに適切な検査及び治療を開始していれば，亡Ｈは死亡
を免れたか。
【原告らの主張】
ア　亡Ｈは，急性喉頭炎ないし咽後膿瘍による気管の閉塞により窒息を起こした

後，被告病院の医師らによる気道確保の措置が異常に遅れ，食道への誤挿
管により数分間にわたり完全な気道閉塞状態に置かれ，その結果，死亡した
ものである。

イ　亡Ｈは，本件初診時，Ｎ医師に対し，呼吸困難を訴えており，その他，高熱や
白血球数値の異常，嚥下困難の症状がみられた。したがって，Ｎ医師が，亡Ｈ
の呼吸困難の訴えを真摯に受け止め，亡Ｈに対し，咽喉頭部の詳細な観察，
血液ガス検査，レントゲン検査等の必要な検査を実施していれば，Ｎ医師は，
遅くとも本件急変以前に，亡Ｈについて，膿瘍や浮腫などの咽喉頭部の異
常，それに伴う低酸素症を診断することが可能であった。

ウ　そして，診断後直ちに，亡Ｈに対し，酸素投与，消炎治療，密度の高い経過
観察，気管切開の準備等の必要な処置をしていれば，亡Ｈは死亡を免れた蓋
然性が高い。よって，被告には，亡Ｈの主訴とその原因究明のための十分な
検査の実施による解明義務の不履行並びに解明義務の不履行に起因する
咽喉頭部の炎症に対する治療の不履行がある。

【被告の主張】
ア　解剖所見及び臨床経過に照らすと，亡Ｈは，膿瘍・浮腫によって狭小化して

いた気道が，喀痰の排出困難を契機として気道通過障害に陥ったため，本件
急変が発生し，その後，気道口閉塞により窒息死するに至ったものであると
推認できる。

イ　亡Ｈは，本件初診時，Ｎ医師に対し，喉の痛みを中心とする不安感及び苦痛
感を訴えており，本件初診時及びその後の本件点滴中に，亡Ｈに呼吸困難は
認められていない。また，Ｎ医師は，亡Ｈの中咽頭を観察したが，喉頭部の炎
症は認められず，咽頭喘鳴のような異常音も聴取されなかった。



ウ　耳鼻科専門医ではない夜間二次救急当直医の医療水準を前提にすれば，
前記ア程度の症状の場合に，喉頭鏡を使用した喉頭部の観察をすることまで
は要求されておらず，前記イのとおり，亡Ｈには呼吸困難の症状は認められ
なかったのであるから，Ｎ医師が，亡Ｈに対し，血中酸素濃度の測定，レント
ゲン検査等を実施しなかったことをもって，注意義務違反があったということは
できない。

エ　また，Ｎ医師は，念のため，亡Ｈに対し，抗生剤の投与と鎮痛剤による疼痛
緩和を図り，被告病院内で経過観察を行っており，このＮ医師の判断に誤り
はなく，診察時及びその後の経過に照らしても，喀痰困難を契機とする突然
の気道通過障害を予見することは不可能であった。

(2)　本件急変後における被告医師らの処置に注意義務違反は認められるか。ま
た，被告医師らが，亡Ｈに対し，適切な措置をとることにより，亡Ｈは死亡を免れ
たか。
【原告らの主張】
ア　本件急変直後に看護婦の採った措置について

呼吸停止に際してまず第一に行うべきことは，気道の確保である。しかる
に，看護婦が，本件急変後，最初に亡Ｈに対し採った措置は心臓マッサージ
であり，気道の確保のための措置は採っていない。よって，看護婦の前記措
置には過失がある。

イ　気道確保方法の選択について
亡Ｈの咽・喉頭部は，浮腫のために気管内挿管ができない状態であり，こ

の場合に，Ｎ医師がとるべき選択肢としては，何としても気管内挿管を成功さ
せるか，あるいは，経皮的気管穿刺法（以下「気管穿刺」という）ないし気管切
開を実施するしかない。ところが，Ｎ医師は，気管内挿管が失敗した後，不十
分であることを知りながら，アンビューバックによる換気を継続しており，Ｎ医
師には，気道確保方法の選択を誤った過失がある。

ウ　食道への誤挿管について
(ア)　気管内挿管に際しては，挿管チューブが間違いなく気管に入っているか

否かの確認が絶対に必要であるところ，本件では，３回目の挿管が食道へ
の誤挿管であったにもかかわらず，被告医師らは，亡Ｈを，そのまま約７分
間放置した。

(イ)　しかし，３回目の挿管後，亡Ｈには，腹部膨満及びチアノーゼが顕著に
みられ，聴取した呼吸音も弱かったこと，内圧が高く十分な換気ができてい
ないことなど，食道への誤挿管を示す様々な兆候が存在していたのである
から，被告医師らにおいて，３回目の挿管が食道への誤挿管であることを
確認することは十分可能であった。

(ウ)　救急外来においては，心停止・呼吸停止を起こしている患者の診察が日
常的に求められており，挿管後の呼吸音の確認は医師としての基本的な
技量である。よって，呼吸音を誤認し，食道への誤挿管のまま放置した被
告医師らの措置には過失がある。

エ　以上のとおり，亡Ｈの呼吸が停止した午後９時４２分からＭ医師によって気
管内挿管がされた午後１０時０７分ころまでの間，被告医師らの過失により，
亡Ｈに対し，十分な気道確保の措置がとられず，そのために，亡Ｈは，極度の
低酸素症の状態が継続し，諸臓器に回復不能の重大な損傷を受けたのであ
るから，被告は，原告らに対し，損害賠償責任を負う。

【被告の主張】
ア　本件急変後の看護婦の採った措置について

亡Ｈは，突然，呼吸停止の状態に陥った。看護婦は，突然の緊急事態に動
転し，とっさの状況判断ができずに，心停止になっていると思いこみ一時的に
アンビューバックによる換気ではなく，心臓マッサージをしたにすぎない。亡Ｈ
の呼吸停止から数十秒後に駆けつけたＮ医師により，アンビューバックによる
換気が開始されており，当該看護婦の措置をもって過失とまでいうことはでき
ない。

イ　気道確保方法の選択について
(ア)　本件は，急変直後の状態で，喉頭の展開が困難であり，かつ，膿瘍・浮

腫による狭窄のために，気管内挿管が困難な状況にあった。Ｎ医師は，挿
管操作を３回試みているが，それぞれの挿管操作を長く継続しないで，挿
管が困難と判断された段階で，一旦，マスクを用いたアンビューバックによ



る換気に戻りながら，挿管を試みており，その措置に誤りはない。
(イ)　気管内挿管以外の気道確保の方法としては，気管切開があるが，夜間

の外来という環境と突然の気道閉塞という事態，あるいは，看護婦しかい
ないという状況，そして，気管切開に伴う出血などの合併症を考えて，Ｎ医
師は，その場で緊急気管切開を行うという決断はできなかった。そこで，Ｎ
医師は，十分とはいえないまでも，マスクを用いたアンビューバックによる
換気ができている状況下では，気管内挿管による気道確保の方が安全で
あると判断したものであり，このＮ医師の判断に過失はない。

(ウ)　原告らが気道確保の方法として主張する輪状甲状靱帯切開法は，出血
等の合併症が生じた場合を考慮すると，状況が一気に悪化するおそれが
あるもので，本件においては適当な方法とはいえない。

ウ　食道への誤挿管について
(ア)　Ｎ医師が，３回目の挿管に失敗し，食道へ誤挿管したことは認めるが，

視野が確保できない緊急時の挿管という悪条件の中，Ｎ医師が挿管時に
行った手技自体に誤りはないから，Ｎ医師には過失はない。

(イ)　また，被告医師らが，食道へ誤挿管されたチューブから送り込まれた空
気が胃や食道から逆流する際の音を呼吸音と誤認したことは認める。しか
し，本件において，被告医師らは，換気に注力し，その後に起こった心停止
により，心臓マッサージに移行したために，挿管に関する他の確認方法をと
ることができなかったのであり，被告医師らは，短時間に置かれた状況下で
亡Ｈの救命に努力した。

(ウ)　また，仮に，３回目の挿管が食道への誤挿管であると直ちに判明したと
しても，それまでに経過した時間の影響は否定できず，３回目の挿管以前
の状況に照らすと，亡Ｈの死亡と被告医師らの措置との間には，相当因果
関係は存在しない。

エ　以上のとおり，亡Ｈの急変の背後にある病態を予測することが困難な状況
で，しかも，夜間当直下の，耳鼻咽喉科専門医や麻酔専門医が存在しない中
での突然の急変時に，Ｎ医師が，気管内挿管を何度か試みたこと，挿管操作
の合間に，マスクを用いたアンビューバックによる換気を実施したことは急変
時の対応として適切なものであった。また，３回目の挿管の後，呼吸音を確認
し，それまでの経過を考慮し，直ちに，換気を行い，その後，食道への誤挿管
を発見した時点で，再挿管を行ったという経過は，本件の具体的な臨床経
過，環境と病態を前提にする限り，やむを得なかったといわざるを得ず，本件
急変後の被告医師らの措置に過失はない。

(3)　原告の被った損害額，過失相殺の規定の類推適用の当否
【原告らの主張】
　被告の債務不履行により，原告らは，以下のとおりの損害を被った。
ア　亡Ｈの損害（合計１億１８６０万１２７８円）

(ア)　逸失利益（９２６０万１２７８円）
亡Ｈは，Ｐ株式会社（以下「Ｐ会社」という）のオーナー経営者であり，本

件事故により，死亡することがなければ，少なくとも７０歳まで働くことが可
能であった。よって，亡Ｈは，被告の債務不履行により，１１年間分の収入
を失った。

亡Ｈの平成８年度給与所得控除後の所得金額は１５４０万円であること，
亡Ｈには被扶養者として原告ら５人がおり，生活費控除率は３０％が相当で
あることに照らすと，亡Ｈの逸失利益は９２６０万１２７８円が相当である。

また，現在の各種利率，中間利息控除の趣旨等に照らすと，中間利息を
控除する際の利率としては，年３％程度をもって上限とすべきである。

(イ)　死亡慰謝料（２６００万円）
亡Ｈは，被告医師らの過失により，妻及び４人の娘を残して死亡したもの

で，その無念さ，精神的苦痛は筆舌に尽くし難い。よって，亡Ｈが被った精
神的苦痛に対する慰謝料は２６００万円が相当である。

(ウ)　原告らは，亡Ｈの前記(ア)及び(イ)の各損害を法定相続分に基づき，Ｘ１
が５９３０万６４２円を，Ｘ２，Ｘ３，Ｘ４及びＸ５がそれぞれ１４８２万５１５９円を
相続した。

イ　原告ら固有の損害（合計１１５０万円）
(ア)　Ｘ１の損害（３５０万円）

ａ　葬儀費用（１５０万円）



Ｘ１は，亡Ｈの死亡に伴い，同人の葬儀及び納骨を行い，１５０万円を
出損した。

ｂ　慰謝料（２００万円）
Ｘ１は，被告医師らの過失により，人生の伴侶である亡Ｈを失ったもの

であり，その被った精神的苦痛は甚大である。Ｘ１が被った精神的苦痛
に対する慰謝料は２００万円が相当である。

(イ)　Ｘ２，Ｘ３，Ｘ４及びＸ５の損害（各２００万円）
Ｘ２，Ｘ３，Ｘ４及びＸ５は，被告医師らの過失により，父親を失った。その

精神的苦痛に対する慰謝料はそれぞれ２００万円が相当である。
ウ　弁護士費用（１３００万円）

本件は，医療事故に関する訴訟として，医学的，法律的な知識，情報，資
料を収集し，これを駆使することが必要不可欠であり，その訴訟遂行には弁
護士の介助が必須である。したがって，弁護士費用も，被告の行為によって
原告らが被った損害というべきであり，この内，被告が負担すべき弁護士費用
は賠償金額合計の１０％に当たる１３００万円が相当である。

【被告の主張】
ア　原告らが主張する損害について

いずれも争う。
イ　中間利息控除の利率について

将来の金利変動率を予測することは困難であって他に的確な指標がないこ
と，損害賠償金元本に附帯する遅延損害金については，民事法定利率が年５
％とされていることとの均衡，個々の事案ごとに個別に利率を認定することは
困難を伴い同種事案との均衡を図るという意味においても必ずしも適切とは
いえないこと，将来得べかりし利益を現在価格で一時に支払を受けた場合に
は，資産の購入その他の運用方法如何によっては，法定利率を超える割合
の資本収入を得ることも考えられること等に照らせば，中間利息控除の利率
は年５％とするのが相当である。

ウ　過失相殺の規定の類推適用
仮に，本件において，医療行為に過失が存在すると評価された場合であっ

ても，本件の背後に存在した急激な死への転帰を辿りうる病態，疾患そのも
のが亡Ｈの死亡という結果発生に大きく寄与していたことに照らすと，公平の
見地から，民法７２２条２項の規定を類推適用し，損害額を減額すべきであ
る。

第３　争点に対する判断
　１　争点(1)（亡Ｈの急変の原因，Ｎ医師の予見可能性等）について
　　(1)　前記争いのない事実等及び証拠（甲４，１３，１４，乙３，１４，証人Ｎ）並びに弁論

の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
　　　ア　亡Ｈの症状

(ア)　亡Ｈは，午後９時４０分ころ，本件処置室で，看護婦に対し，痰が出るの
でティシュペーパーをとってほしいと述べ，看護婦から渡されたティシュペー
パーに白色の痰を喀出したが，「息苦しい，息苦しい」と訴えるに至り，手爪
にもチアノーゼが出現した（前記争いのない事実等(4)ア）。

(イ)　看護婦は，午後９時４２分ころ，当直室に電話し，Ｎ医師に対し，亡Ｈの
呼吸がおかしいのですぐ来てほしいと伝えた。このころ，亡Ｈが呼吸停止様
の状態に陥った（前記争いのない事実等(4)イ）。

(ウ)　Ｎ医師は，午後９時４３分ころ，本件処置室に到着した。Ｎ医師が，本件
処置室に到着した時，亡Ｈは，ベッドにあお向けで寝ており，全身が紫色に
チアノーゼを呈しており，自発呼吸がほとんどみられない状態であった（証
人Ｎ【２３，２５頁】）。

(エ)　Ｎ医師は，亡Ｈに対し，３回にわたり気管内挿管を試みたが，喉頭が非
常に腫れており，気管内へ挿管することができなかった。亡Ｈの一番腫れ
ていた部位は喉頭蓋で，喉頭鏡を使用しても声帯が確認できない状態であ
った（前記争いのない事実等(4)エ，同オ，同カ，甲４【２頁】，証人Ｎ【２５
頁】）。

(オ)　亡Ｈは，８月８日午前５時８分，死亡した。原告らの申入れにより，亡Ｈに
ついて，東京都監察医務院で，Ｏ医師により解剖が行われた（前記争いの
ない事実等(5)ア）。

(カ)　東京都監察医務院が作成した亡Ｈの死体検案書（以下「本件死体検案



書」という）には，亡Ｈの直接の死因について「気道口閉塞による窒息（推
定）」とされ，その原因として，「急性咽・喉頭炎」が記載されている。また，
解剖（主要所見）欄では，咽・喉頭部の膿瘍形成と出血・浮腫の存在が指
摘されている（前記争いのない事実等(5)イ）。

(キ)　解剖記録に添付された亡Ｈの写真によれば，喉頭蓋とその周辺の炎症
が本件病態の中心であることが認められる（乙３【１１，１２頁】，１４【３
頁】）。

イ　医学的知見
(ア)　喉頭とは前頸部中央第３ないし第６頸椎の間にあって，三角漏斗状をし

た器官であり，上は喉頭口によって咽頭に，下は喉頭気管口によって気管
に連なっている。また，咽頭とは鼻腔，口腔の後で頸椎の前にあって円筒
型をした器官であり，下方は食道及び喉頭に続いている（弁論の全趣旨）。

(イ)　喉頭の内，喉頭蓋と声門下腔は，荒い結合織と豊富なリンパ管から形成
されているので，炎症性刺激が加わると容易に浮腫性腫張が発生し，気道
狭窄の原因となる（乙１４参考資料１【６８頁】）。

(ウ)　喉頭の急性炎症による病変（急性喉頭炎）のうち，喉頭蓋の炎症を急性
喉頭蓋炎といい，喉頭蓋が高度に腫脹し，喉頭腔が狭窄又は閉塞して，呼
吸不全を起こす炎症性の疾患である（乙１４参考資料１【６８頁】）。急性喉
頭蓋炎は，少児，成人ともに発生する細菌感染症であるが，日本では成人
に多い疾患であるとされている（乙１４参考資料９【３９７頁】）。

(エ)　急性喉頭蓋炎では，３９度ないし４０度の発熱とともに，咽頭痛，喉頭痛
で始まり，嚥下痛，嚥下困難が増強し，発症から３ないし５時間で喉頭蓋に
発生した浮腫状腫張による気道狭窄，呼吸停止へと短時間に増悪する例
もある。浮腫状腫脹は，披裂喉頭蓋ひだ，披裂部に及ぶこともある（乙１４
参考資料１【６９，７０頁】）。

他覚的には，喉頭鏡，喉頭ファイバースコープにより，赤く腫脹した喉頭
蓋を観察することができる（乙１４参考資料１【７０頁】）。

(オ)　咽後膿瘍とは，咽頭後壁で，頸椎前腔の疎性結合組織に生じる膿瘍の
ことをいい，呼吸及び嚥下困難，発熱などの症状を伴い，咽頭後壁に表面
平滑な赤色，波動性腫瘤がみられる（甲１３，１４）。

(カ)　閉塞に至らない狭窄でも気道への負担は増加し，気道粘膜の損傷から
感染を引き起こし易くするから，亡Ｈの死亡時にみられた膿瘍は，気道狭窄
の過程で創出されたものと推認することができる（甲１７【６８頁】。

ウ　以上の認定事実に加え，本件全証拠を検討するも，本件急変時において，
亡Ｈの気道が浮腫により完全に閉塞していたとまで認めるに足りる証拠は存
在せず，また，本件急変に先行して亡Ｈは喀痰困難の症状を呈していたこと
に照らすと，亡Ｈは，喉頭蓋を主とする喉頭部の炎症が進展し，声門が狭小
化していたころ，痰の喀出困難を契機として，気道の閉塞を生じ，本件急変に
至ったものと推認するのが相当であり，他にこの判断を左右するに足りる証
拠は存在しない。

(2)　ところで，本件において，被告の責任が認められるためには，まず第１に，Ｎ医
師が，本件初診時又は遅くとも本件急変以前に，本件急変及び窒息死の原因で
ある咽・喉頭部の異常（前記(1)のとおり急性喉頭蓋炎であると推認できる）を予
見することができたか否かという点が問題となる。この点に関し，原告は，亡Ｈの
症状及び検査結果等から予見可能性があったと主張し，被告はこれを否定する
ので，以下，Ｎ医師の予見可能性の有無について検討する。

前記争いのない事実等及び証拠（甲３，４，６，９，１６，１８，乙１，４，証人Ｎ）
並びに弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。

　ア　本件初診時における亡Ｈの症状等
(ア)　本件問診票の症状記入欄には，Ｘ２が亡Ｈに代わり「息苦しい」と記載

し，その後，亡Ｈ自ら，「のどがとても痛くて生ツバものめない。時々急に苦
しくなる。ＰＭ６：３０頃薬を飲んだ。とても痛くがまんしてのむ。熱さましを飲
んでから粉がからんでとても苦しくなった。少し熱があると思う。」等と記載し
た（前記争いのない事実等(3)ア）。

(イ)　本件初診時前に計測した亡Ｈの体温は３８．３度であった（甲９【１９丁
表】，乙１【７頁】）。

(ウ)　亡Ｈは，本件初診時，Ｎ医師に対し，声があまり出ず，咽頭の方が苦し
いこと，歩くことはできるが呼吸困難が恐いこと等を訴えた（甲３，９【１８丁



裏，１９丁表，２４丁表】，乙１【６，７頁】，弁論の全趣旨）。
(エ)　Ｎ医師は，亡Ｈの舌を舌圧子で押して，中咽頭を観察したところ，咽頭に

発赤が見られたが，扁桃は膨張しておらず，咽頭部の浮腫，白苔の付着な
どの異常な狭窄を示す所見は認められなかった。また，Ｎ医師は，亡Ｈの
胸部に聴診器を当てたが，呼吸音に異常はなく，喘鳴も認められなかった
（甲４【４頁】，９【１９丁表】，乙１【７頁】，４【１頁】，証人Ｎ【８頁】）。

(オ)　本件初診後に亡Ｈに対して実施された血液検査の結果によれば，白血
球が１万４２００，赤血球が４５７万，ヘモグロビンが１４．６ｇ/dl，ヘマトクリッ
トが４２．１％，血小板が１４万であり，白血球の数値には感染を疑わせる
異常がみられた（甲９【２丁頁】，乙１【１１頁】）。この血液検査の結果は，本
件点滴が開始された後である午後８時４０分ころ判明し，Ｎ医師に伝えられ
た（証人Ｎ【１０頁】，弁論の全趣旨）。

(カ)　亡Ｈは，本件点滴中，看護婦に対し，喉の痛み等を訴えておらず，本件
処置室のベッドに横になり，いびきをかいて眠ったりしていた（前記争いの
ない事実等(3)エ，証人Ｎ【４６頁】）。

イ　医学的知見
(ア)　呼吸困難とは，呼吸に際して，不快・苦痛を自覚し，自分の思うように呼

吸ができないため，呼吸することに大きな努力をしなければならない病態を
いう。呼吸困難は自覚症状であるため，痛みと同様に客観的に把握するの
が難しく，また，感覚的・心理的因子の影響を受けるので，患者によってそ
の訴え方は大きく異なるとされる（甲１８【４６頁】）。

(イ)　呼吸困難を来す疾患・病態には，上気道閉塞，呼吸器疾患，心疾患，神
経・筋疾患，中枢神経疾患，心因性疾患，代謝性疾患，血液疾患などがあ
り，そのうち，上気道閉塞，呼吸器疾患，心疾患，心因性疾患は呼吸困難
が主訴となることが多い。また，上気道閉塞の原因としては，気道内異物，
仮性グループ，喉頭浮腫を挙げることができる（甲１６【１２５頁】）。

(ウ)　自覚症状として，呼吸困難を訴える患者を診察する上で，まず必要なこ
とは，呼吸困難を惹起している病態とその緊急度，重症度を正確に把握す
ることであるとされている（甲１６【１２５頁】）。

(エ)　呼吸困難の確認方法としては，意識状態，血圧・脈拍の変化，呼吸状態
（呼吸数，呼吸パターン，呼吸音の異常），チアノーゼ，体位の異常（起坐呼
吸など），発熱などがある（甲１６【１２５，１２６頁】）。

(オ)　喉頭部の急性炎症の場合，診断の上で最も重要な点は，通常の急性
（単純性）喉頭炎とグループや喉頭蓋炎などの呼吸障害を来す疾患との鑑
別であるとされる（甲６【３０９頁】）。

(カ)　急性（単純性）喉頭炎とは，ウイルス感染を主たる原因とする喉頭粘膜
の急性炎症である。主症状は嗄声，発作性咳嗽，喉頭痛であり，軽度の発
熱や嚥下痛を伴うことがある。喉頭所見は，喉頭粘膜の発赤，肥厚等であ
る（甲６【３０９，３１０頁】）。

これに対し，急性咽頭炎とは，いわゆるかぜ症候群の部分症で，発熱，
咽頭痛を伴い，咽頭粘膜に強い発赤，腫脹を見る疾患をいう（弁論の全趣
旨）

(キ)　成人の急性喉頭蓋炎では，呼吸困難が引き起こされる。間接喉頭鏡に
よる喉頭所見により診断されるが，喉頭側面のレントゲン写真も参考にな
る。呼吸困難に対応できる準備が必要であり，気道確保のため，直ちに気
管内挿管あるいは気管切開に移行しなければならないことがある（甲６【３１
１頁】）。

ウ　以上の認定事実を前提に，本件初診時，Ｎ医師において，亡Ｈが喉頭部に
異常（急性喉頭蓋炎）を持ち，その後急変するおそれがあることを予見できた
か否かについて検討する。
(ア)　確かに，前記ア(ア)ないし(ウ)，(オ)で認定したとおり，亡Ｈは，本件初診

時，呼吸困難を訴えていたこと，体温は３８．３度であり，白血球の数値も感
染を疑わせる異常を示していたことが認められ，これらの事情は，Ｎ医師
が，亡Ｈの喉頭部における異常を予見することが可能であったことを窺わ
せる事情であるとも考えられる。

しかし，前記イ(ア)で認定したとおり，呼吸困難は自覚症状であるため，
痛みと同様に客観的に把握するのが難しいところ，証拠（証人Ｎ）及び弁論
の全趣旨によれば，亡Ｈの意識状態は明瞭であり，チアノーゼも見られな



かったことが認められる。そうだとすると，亡Ｈが，Ｎ医師に対し，呼吸困難
を訴えていたことから直ちに，Ｎ医師において，亡Ｈの喉頭部の異常を予見
することができたと推認することは困難である。

さらに，前記(1)イ(エ)記載のとおり，急性喉頭蓋炎では，３９度ないし４０
度の発熱が見られるところ，亡Ｈの前記体温はその数値から直ちに急性喉
頭蓋炎を窺わせるものとまでは認められず，白血球の数値の異常もそのこ
とから直ちに喉頭部の異常を示すものとは認められない。

(イ)　かえって，前記アで認定した事実及び証拠（甲１２【３頁】，乙４【２頁】，証
人Ｎ【２，７，１０頁】，Ｘ２【４頁】）並びに弁論の全趣旨によれば，①亡Ｈは，
本件初診時，診察室に一人で入室し，診察用の椅子に着席してＮ医師の
診察を受けていること，②亡Ｈは，受診後，一人で廊下に出て，Ｘ３に対し，
家族に連絡しなくてよい旨伝えていること，②気道の狭小化の兆候があれ
ば何らかの異常音が聴取されるのが一般であるところ，本件初診時におい
て，亡Ｈには努力呼吸，喘鳴，奇異呼吸などの異常呼吸は認められなかっ
たこと，③亡Ｈの顔色は，本件初診時，特別問題がなかったこと，④亡Ｈ
は，本件点滴開始から本件急変までの間，気道の閉塞を疑わせるような異
常はみられなかったこと等の事実が認められる。

(ウ)　そして，本件では，亡Ｈは，本件初診から４時間ほど前に耳鼻咽喉科専
門医であるＬ医師の診察を受けているところ，Ｌ医師は，亡Ｈの症状につい
て急性咽頭炎と診断しており，亡Ｈの症状は，耳鼻咽喉科専門医でも診断
困難なものであったと窺われること，急性喉頭蓋炎の臨床症状は，主として
発熱と咽頭痛というもので，急性咽頭炎ないし感冒の症状としてよく見られ
るものであること（乙１３【１１７頁】，１４【４頁】），間接喉頭鏡や喉頭ファイバ
ースコープは一般病院の当直外来中に日常使われる器具ではないこと（証
人Ｎ【４５頁】）等本件に顕れた諸事情に照らすと，耳鼻咽喉科専門医では
ないＮ医師が，本件初診時及び点滴中の亡Ｈの症状から，亡Ｈの喉頭部の
異常を予見することは困難であったものと認めるのが相当である。

(エ)　また，前記争いのない事実等(3)ウ及び証拠（証人Ｎ【１０，１１頁】）並び
に弁論の全趣旨によれば，Ｎ医師は，本件初診後，細菌感染の可能性も
考えて，亡Ｈに対し，抗生物質を含んだ本件点滴をしながら，看護婦の監
視の下，経過観察を行っており，Ｎ医師がとったこれらの措置は，夜間当直
下の当直医として要求される医療水準に照らして，適切な処置であったと
認めるのが相当であり，これを覆すに足りる証拠は存在しない。

(3)　小括
以上によれば，本件初診時から本件急変時までの間に，亡Ｈの喉頭部の異

常を予見できなかったことに関し，Ｎ医師に注意義務違反は認められない。よっ
て，その余の点を判断するまでもなく，この点に関する原告らの主張は理由がな
いということになる。

　２　争点(2)（本件急変後の措置に関する被告医師らの過失）について
　　(1)　原告らは，次に，亡Ｈの急変後における被告医師らの処置には過失があると主

張する。そこで，以下，本件急変後の被告医師らの処置に関し，当時の医療水
準に照らして注意義務違反が認められるか否かについて検討する。

前記争いのない事実等及び証拠（甲４，５，１６ないし１８，乙１４，証人Ｎ，同
Ｍ）並びに弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
ア　亡Ｈの急変後の症状と被告医師らの処置

(ア)　亡Ｈは，午後９時４０分ころ，本件処置室で，看護婦に対し，痰が出るの
でティシュペーパーをとってほしいと述べ，看護婦から渡されたティシュペー
パーに白色の痰を喀出したが，「息苦しい，息苦しい」と訴えるに至り，手爪
にもチアノーゼが出現した（前記争いのない事実等(4)ア）。

(イ)　看護婦は，午後９時４２分ころ，当直室に電話し，Ｎ医師に対し，亡Ｈの
呼吸がおかしいのですぐ来てほしいと伝えた。このころ，亡Ｈが呼吸停止様
の状態に陥ったため，看護婦は，亡Ｈに対し，心臓マッサージを開始した
（前記争いのない事実等(4)イ）。

(ウ)　Ｎ医師は，午後９時４３分ころ，本件処置室に到着した。Ｎ医師は，アン
ビューバックによる換気を開始するとともに，看護婦に対し，応援のために
人員を集めるように指示した。更に，Ｎ医師は，午後９時５０分ころ，ボスミ
ン１アンプルを静脈注射し，１回目の気管内挿管を試みたが，喉頭の展開
が困難で，喉頭鏡を使用しても声門が確認できず挿管することができなか



った（前記争いのない事実等(4)ウ，同エ，証人Ｎ【２５頁】，弁論の全趣旨）。
(エ)　Ｎ医師は，１回目の気管内挿管を試みた後，アンビューバックによる換

気に戻ったが，午後９時５５分ころ，Ｈに対し，２回目の気管内挿管を試み
た（前記争いのない事実等(3)オ，弁論の全趣旨）。しかし，この時も，喉頭
の展開が困難で声門の確認ができなかったため，気管内挿管を断念し，ア
ンビューバックによる換気に戻った（弁論の全趣旨）。

(オ)　Ｎ医師は，午後９時５８分ころ，亡Ｈに対し，３回目の気管内挿管を試み
た。この際も，Ｎ医師は，亡Ｈの声門を確認することができなかったが，挿
管後の呼吸音の確認から，正常に気管内に挿管されたと判断し，挿管され
たチューブを通じ亡Ｈに対し酸素を供給した（前記争いのない事実等(4)カ，
証人Ｎ【３５頁】）

(カ)　Ｍ医師は，午後９時５８分ころ，本件処置室に到着した。Ｍ医師が本件処
置室に到着した時点における亡ＨのＳＰＯ２は２３％であり，亡Ｈには腹部
膨満及びチアノーゼが顕著に見られた。Ｍ医師は，Ｎ医師から，挿管部を
覗いてほしいと求められ，喉頭鏡で確認したが，喉頭蓋浮腫のために挿管
できているか否かを確認することはできなかった（前記争いのない事実
等(4)キ）。

(キ)　亡Ｈは，午後１０時００分ころ，心停止状態に陥った。そのため，被告医
師らは，亡Ｈに対し，心臓マッサージを行った（前記争いのない事実等(4)
ク）。

(ク)　午後１０時０５分ころ，亡Ｈに挿管されていたチューブから吐物が逆流し，
３回目の挿管が食道への誤挿管であったことが判明した。Ｍ医師は，直ち
に，チューブを気管内に挿管し，これに成功した（前記争いのない事実等(4)
ケ）。

(ケ)　Ｍ医師による気管内挿管により，亡Ｈの低酸素状態が改善されたため
に，亡Ｈは，心拍が再開し，血圧も測定することができるようになった（証人
Ｍ）。　　

　　　イ　医学的知見
(ア)　救命処置を必要とする呼吸困難の症状としては，意識の消失，チアノー

ゼの出現，呼吸様式の変化（無呼吸ないし頻呼吸），頻脈，血圧低下，胸
部・上腹部が動かないこと等が挙げられる（甲１８【５０頁】）。

(イ)　患者の呼吸困難の症状が強いときには，医師は，患者に対し，まず酸素
吸入などを行うが，呼吸機能や心機能の著しい低下又は停止がみられると
きには，心肺蘇生法が適応となり，気道の確保，人工呼吸，循環の改善な
どが必要となる（甲１６【１９頁】，乙１４参考資料９【７６頁】）。

(ウ)　そして，呼吸運動が停止していたり弱い場合や，エアウェイあるいは鼻チ
ューブを挿入しても有効な換気が行えない場合は，気管内挿管を行うべき
であるとされている（甲５【１２８頁】，１８【５頁】）。

(エ)　気管内挿管には，経口的気管内挿管と経鼻的気管内挿管とがあり，気
道確保の基本は経口的気管内挿管であり，気道確保に要する時間が比較
的短く，気管内吸引も容易であるため，緊急の場合には経口的気管内挿管
が選択される場合が多いとされている（甲５【１２８頁】，１７【７３頁】）。

(オ)　気管内挿管の手順は，まず，１００％酸素による人工呼吸を行い，吸引
器の準備をする。挿管の際には，必ず声門を確認し挿管する。気管内挿管
自体は１分以内にできるとされている（甲４【４頁】）。また，気管内挿管が行
われるまでの間は，下顎挙上法により気道を確保しポケットマスクやアンビ
ューバックを用いた人工呼吸を行うとされている（甲１６【１２７頁】，１７【６３
頁】）。

(カ)　気管内挿管が正しく行われた否かを確認する方法としては，①胸郭を圧
迫し，気管チューブからの空気の流出を確認する方法，②アンビューバック
を加圧しながら聴診し呼吸音の左右差を確認する方法，③アンビューバッ
クを加圧しながら胸郭の拡張の有無を確認する方法，④全身のチェック（チ
アノーゼ，バイタルサイン，尿量，皮膚の乾湿，温感），⑤血液ガス分析，⑥
胸部Ｘ線写真等の方法がある（甲４【５頁】，５【１２９，１３０頁】，１７【７４
頁】，証人Ｍ【１４頁】）。

(キ)　気道確保の方法としては，気管内挿管の他に，気管穿刺や気管切開が
ある。このうち，気管穿刺とは，気管内挿管や気管切開による気道確保が
できない緊急の場合に，気管に経皮気管穿刺針（トラヘルパー）を穿刺して



気道を開通する方法のことをいい，穿刺する場所は輪状甲状靭帯付近で
あるが，輪状甲状靱帯の部分は，比較的血管が少ないため容易に行うこと
ができるとされている（甲１８【５６頁】）。次に，気管切開とは，手術により気
管に開口部を設け，開口部から気管カニューレを挿入する方法をいい，緊
急度の高い場合の気管切開は，輪状甲状膜切開術が行われる。輪状甲状
膜は頸部正中に位置し，重要な神経，血管を欠き，容易に気管腔に到達で
きるとされている（甲１８【５６頁】，乙１４参考資料１０【１００頁】）。

(ク)　気道を確保するに当たり，気管内挿管を行うべきか，気管切開を行うべ
きかという点については，どちらを選択するかについて絶対的な基準があ
るわけではない。したがって，患者の個々の症例に合わせて，気管内挿管
と気管切開の選択を行うべきであるとされている（乙１４参考資料９【３９９
頁】）。

(2)　以上の認定事実を前提に，本件において，被告医師らの処置に，二次救急の
当直医及び看護婦に要求される注意義務違反が認められるか否かについて検
討する。
ア　看護婦の処置について

前記(1)で認定した事実及び証拠（甲１９【１０頁】，証人Ｎ，同Ｍ）並びに弁
論の全趣旨によれば，医療機関は，呼吸停止に陥った患者に対し，直ちに気
道確保を行い，その後に人工呼吸，心臓マッサージを実施すべき注意義務を
負っていたことが認められる。

これを本件についてみるに，前記争いのない事実等(4)イで認定したとお
り，本件処置室にいた看護婦は，本件急変後，亡Ｈに対し，気道確保及び人
工呼吸の措置を採らずにいきなり心臓マッサージを開始しており，本件急変
後の看護婦の採った措置は，呼吸困難に陥った救急患者に対し行うべき救命
処置手技に関する当時の医療水準に照らして，不適切な措置であると認めら
れる。

以上によれば，本件急変直後の看護婦の措置には，注意義務違反が認め
られる。

イ　気道確保の方法の選択
(ア)　原告らは，本件急変後における亡Ｈに対するＮ医師の処置について，気

管内挿管が失敗した後，不十分であることを知りながら，マスクとアンビュ
ーバックによる換気を継続したもので，気道確保の方法の選択を誤った過
失があると主張するので，以下，この主張の当否について検討する。

(イ)　前記(1)イ(ク)で認定したとおり，呼吸困難に陥った患者に対し，いかなる
気道確保の手段を講じるかについては，絶対的な基準があるわけではな
く，個々の患者の症例に併せて選択すべきものであることが認められる。

したがって，呼吸困難に陥った患者に対し，どのような気道確保手段を
選択するかについては，第一次的には，医療機関（医師又は看護婦）の裁
量に委ねられていると解することができる。しかし，個々の患者の症状に照
らして，気管内挿管が著しく困難であることが明白であり，直ちに，気管穿
刺又は気管切開を行わないと患者が死亡してしまう危険性がある場合に
は，医師には気管穿刺又は気管切開を行うべき注意義務が課されており，
このような義務が課されているにもかかわらず，気管穿刺又は気管切開に
よる気道確保を怠った場合には，そのために生じた結果に対し，損害を賠
償する義務を免れないというべきである。

(ウ)　そこで，まず，Ｎ医師が，気管穿刺あるいは気管切開ではなく，２回目の
気管内挿管を試みたことについて検討する。
ａ　前記争いのない事実等及び証拠（甲１８【５４頁】，乙１４参考資料９【７６

頁】）並びに弁論の全趣旨によれば次の事実が認められる。
(ａ)　気管内挿管ができない場合は，緊急気管切開や経皮的穿刺針によ

る気道の確保が急務であるとされている（甲１７【７４頁】，乙１４参考資
料１【７０頁】，同参考資料９【７６頁】）。

(ｂ)　技術不足を含めて，気管内挿管が不能のときには，ためらわずに輪
状軟骨下に１８Ｇ（ピンク針）を３，４本指し，針から十分な酸素を投与
しつつ，気管切開の準備を進めるべきであるとする文献（甲１９【１５１
頁】）や，緊急気管切開や経皮的穿刺針の用意がないときには，輸血
針を数本甲状軟骨と甲状軟骨との間に刺入するととりあえず呼吸が
可能となるとする文献（乙１４参考資料９【７６頁】）が存在する。



(ｃ)　急性喉頭蓋炎では喉頭蓋がしばしば斑状に黄色や赤色調に腫れあ
がるために，閉塞しそうな気道に挿管するには経験と技術を要し，緊
急気管切開が必要とされる場合があるとされている（乙１４参考資料
６）。

(ｄ)　急性喉頭蓋炎は適切な治療を施せば完治しうる疾患であり，気道確
保の方法として，気管内挿管か気管切開かという問題があるが，気道
の確保を必要とする高度の呼吸困難症例に対しては，挿管が困難な
ことが予想され，気管切開を行うことが多いとする文献（乙１４参考資
料２【２１２頁】）や急性喉頭蓋炎は声門上域が浮腫を起こしているた
め，気管内挿管が困難であり，気管切開が好ましいとする文献（乙１４
参考資料１１【２７０頁】）が存在する。

ｂ　これを本件についてみてみるに，前記争いのない事実等(4)エ及び証拠
（証人Ｎ【３５頁】，同Ｍ【３３頁】）並びに弁論の全趣旨によれば，１回目の
気管内挿管を試みた時点において，亡Ｈの喉頭部は浮腫のために挿管
手技も困難な状況であったところ，Ｎ医師は，１回目の気管内挿管の際
に，①窒息による急変直後であり喉頭の展開が困難であること，②喉頭
部のむくみが原因で声門の確認ができないから気管内挿管は困難であ
ること，③早期に気道確保しないと亡Ｈの救命は難しいことを認識してい
たことが認められる。

そうだとすると，Ｎ医師には，１回目の気管内挿管に失敗した後，直ち
にアンビューバックによる換気に戻るとともに，気管穿刺ないし気管切開
の準備を行い，再度気管内挿管を試みても挿管が困難であると判明した
ときには，直ちに，気管穿刺ないし気管切開を行うべき注意義務を有して
いたと認めるのが相当であり，そうだとすると，このような措置を行わな
かったＮ医師の措置には注意義務違反があったというべきである。

ｃ　これに対し，被告は，本件急変は，夜間の外来で突然起こったものであ
り，Ｎ医師のほかには，看護婦しかいないという状況や，気管切開に伴う
出血などの合併症を考えると緊急気管切開を行うという決断はできず，
気管内挿管による気道確保の方が安全であると判断したものであるから
Ｎ医師の判断に過失はないと主張する。

しかし，証拠（甲３，９【１９丁表】，乙１【７頁】）及び弁論の全趣旨によ
れば，被告病院は第二次救急病院であるから緊急時の二次救急処置に
関して，Ｎ医師及び看護婦には高度の技術が求められていたというべき
であるし，本件処置室には，Ｎ医師のほかに３名の看護婦がおり，気管
穿刺又は気管切開に伴う出血に対応することもできたと認めるのが相当
であるから，この点に関する被告の主張は採用することができない。。

ｄ　そして，耳鼻咽喉科専門医向けではない文献（甲１７ないし１９）にも，気
道確保の方法として，気管切開が挙げられていること，気道確保は医師
に要求される必須の手技であり，日頃から十分に訓練を積んでおく必要
があると指摘されていること（甲１６【１２７頁】），被告病院では，Ｎ医師
は，外科専門医であるから，緊急時の気管穿刺及び気管切開の技術を
当然に身につけていたものと推認できること等に照らすと，Ｎ医師には遅
くとも２回目の気管内挿管を試み，これに失敗した時点で，気管穿刺ない
し緊急気管切開を行うべきであったと認めるのが相当である。

(エ)　以上の検討によれば，Ｎ医師には，２回目の気管内挿管を試み，これに
失敗した時点で，亡Ｈに対し，気管穿刺ないし緊急気管切開を実施すべき
であったのに，これを怠った点に注意義務違反が認められ，この判断を覆
すに足りる証拠は存在しない。

ウ　食道への誤挿管の過失
(ア)　本件において，３回目の挿管が食道への誤挿管であったことは当事者

間に争いがない。また，証拠（証人Ｎ【５０頁】，証人Ｍ【５２頁】）及び弁論の
全趣旨によれば，患者に自発呼吸がない場合には，食道に挿管することで
患者に対する酸素供給が完全に断絶してしまうこと，気道の確保ができて
いなければ，心臓マッサージを行っても無意味であることが認められる。そ
うだとすると，気管内挿管を試みた医師は，挿管後，チューブが正常に気管
内に挿管されていることを確認すべき注意義務，具体的には，①胸郭を圧
迫し，気管チューブからの空気の流出を確認する方法，②アンビューバック
を加圧しながら聴診し呼吸音の左右差を確認する方法，③アンビューバッ



クを加圧しながら胸郭の拡張の有無を確認する方法，④全身のチェック（チ
アノーゼ，バイタルサイン，尿量，皮膚の乾湿，温感）を行うべき注意義務を
負っていたものと認めるのが相当である。

(イ)　これを本件についてみてみるに，証拠（甲３，４，９【２５丁】，証人Ｍ【１４，
３４頁】）及び弁論の全趣旨によれば，Ｎ医師は，３回目の挿管に当たって，
亡Ｈの声門を十分に確認することができなかったことが認められ，そうだと
すると，Ｎ医師には，通常の気管内挿管の時にも増して，挿管後の慎重な
確認が求められていたものというべきである。この点，Ｎ医師は，当法廷に
おいて，３回目の挿管後，アンビューバックで空気を逆送して，胸郭の上下
の動きを確認したと証言する（証人Ｎ【３７頁】）が，これを裏付けるに足りる
的確かつ客観的な証拠は存在せず，証人Ｎの前記証言を採用することは
困難である。

さらに，前記争いのない事実等(4)キ及び証拠（証人Ｍ【５１頁】）によれ
ば，Ｍ医師が本件処置室に入室した時点で，亡Ｈには，①腹部の膨満及び
チアノーゼが顕著に見られたこと，②換気が行われた場合には数値が急激
に上昇するとされるＳＰＯ２の数値が２３％という低い数値を示していたこ
と，③アンビューバックの内圧にも異常がみられたことが認められ，これら
本件に顕れた諸事情は，３回目の挿管が食道への誤挿管であることを疑
わせる事情であるということができる。

そして，証拠（証人Ｎ【１，４９，５０頁】，証人Ｍ【１６，１７，３１，３３頁】）及
び弁論の全趣旨によれば，①被告病院では外科医が日常的に挿管操作を
行っていたこと，②Ｎ医師は，気管内挿管を２００例以上経験し，緊急時の
気管内挿管についても２０ないし３０例の経験を有し，正常な気管内挿管と
食道への誤挿管の場合との呼吸音の違いも認識していたこと，③１回目及
び２回目の挿管も食道への誤挿管であり，Ｎ医師は，アンビューバックによ
る換気がうまく行われなかったために抜管していること，④Ｍ医師は，本件
処置室に到着してすぐに亡Ｈについて誤挿管の可能性があるのではない
かと疑っていることが認められる。

(ウ)　以上によれば，３回目の挿管後，亡Ｈの呼吸音のみを確認して，チュー
ブが気管内に挿管されたと判断したＮ医師には，挿管後の確認を怠った過
失及び食道へ挿管したまま亡Ｈを放置した過失がそれぞれ認められる。

(3)　被告医師らの過失と亡Ｈの結果との間の因果関係について
ア　以上検討したとおり，本件急変後の被告医師らの処置には，①急変後直ち

に気道確保すべきであったのに怠った過失，②気道確保の手段を誤った過
失，③気管内に挿管すべきところ，食道へ誤挿管し，挿管後の確認を怠った
まま放置した過失がそれぞれ認められる。

しかし，本件において，被告の債務不履行責任が認められるためには，被
告医師らが，亡Ｈに対し，適切な処置を施すことにより，亡Ｈの死亡という結果
を回避することができた，換言すれば，被告医師らの過失と亡Ｈの死亡という
結果との間に相当因果関係が認められることが必要である。そこで，以下，相
当因果関係の有無について検討を進めることにする。

　　前記争いのない事実等及び証拠（甲１８，１９）並びに弁論の全趣旨によれ
ば，次の事実が認められる。
(ア)　気道が完全に閉塞すると，酸素欠乏により，４ないし６分で不可逆的な

脳障害が起こり，その状態が１０分ないし１５分継続すると心臓が障害され
て死に至るとされている（甲１８【４６頁】，弁論の全趣旨）。

(イ)　心停止が起きると約４５秒で瞳孔の散大がみられ，約１分４５秒前後で最
大となる。この状態に陥ると，意識回復の可能性は低くなるとされている
（甲１８【４６頁】）。

(ウ)　低酸素血症は致命的で，救命できても後遺症を残すことがあるから，医
師は患者についてチアノーゼが持続するような状態を避ける必要があると
されている（甲１９【１５３頁】）。

イ　以上の認定事実を前提に，本件において，被告医師らの行為と亡Ｈの死亡
との間に相当因果関係が認められるか否かについて検討する。
(ア)　前記争いのない事実等(4)ウ及び弁論の全趣旨によれば，Ｎ医師は，本

件処置室到着後，直ちに，亡Ｈに対し，アンビューバックで換気を開始して
おり，看護婦が換気の代わりに心臓マッサージを実施していたのは，数十
秒間にとどまることが認められる。そうだとすると，この看護婦の過失（いき



なり心臓マッサージを実施した過失）と，亡Ｈの死亡との間に因果関係を認
めるのは困難であり，他に，この判断を左右するに足りる証拠は存在しな
い。

(イ)　他方，前記争いのない事実(4)ク及び証拠（甲４【７頁】）によれば，本件に
おいて，亡Ｈが心停止に至ったのは，食道への誤挿管中の午後１０時００
分ころであり，心停止状態に陥った直接の契機は食道への誤挿管によって
無酸素状態が長時間継続したことにあると強く推認することができる。そし
て，証拠（甲１０【１４丁表】，乙２【１２頁】，証人Ｎ【３６頁】）及び弁論の全趣
旨によれば，①２回目の気管内挿管を試みた当時の亡Ｈの心拍数は１２３
であり，危機的な状態とまでは認められないこと，②３回目の挿管以前に
は，アンビューバックでの換気により不十分ながらも酸素が送り込まれてい
たこと，③午後９時５８分ころのＳＰＯ２の数値は２３％と低いが，これは３回
目の挿管が食道への誤挿管で酸素の吸入が完全に遮断したことにより急
激に数値が低下したのではないかとの推認が可能であること，④Ｍ医師に
よる気管内挿管成功後，亡Ｈの無酸素状態が改善されて，心臓が動き出し
たこと，⑤Ｎ医師は，その証言の中で，亡Ｈについて，長い時間無酸素状態
ではなかったと証言していること（証人Ｎ【４９頁】），⑥亡Ｈにみられた上気
道閉塞の場合は，気道を確保できればほとんど救命可能であるとする文献
（甲１９【１５１頁】）もあること，急性喉頭蓋炎の患者についても，早期に気
道が確保された事例では救命されている例もあること（乙１１，１２）が認め
られる。そうだとすると，Ｎ医師が，亡Ｈが心停止に至る午後１０時００分以
前に，亡Ｈに対し，気管穿刺ないし緊急気管切開を実施し，気道確保を図
っていれば，亡Ｈを救命できた蓋然性は高いと認められ，この判断を覆す
に足りる証拠は存在しない。

(ウ)　以上のとおり，本件において，Ｎ医師が，午後１０時００分以前に，気管
穿刺ないし緊急気管切開等の必要な措置を行い気道を確保していれば，
亡Ｈは死亡を免れた蓋然性が高いのであるから，被告医師らの過失と亡Ｈ
の死亡との間には相当因果関係があると認めるのが相当である。

　３　争点(4)（原告らの被った損害額等）について
(1)　亡Ｈの被った損害

ア　亡Ｈの逸失利益
(ア)　前記争いのない事実等及び証拠（甲２，１１，１２，２４，Ｘ１本人，Ｘ２本

人）並びに弁論の全趣旨によれば，亡Ｈは，昭和１２年１２月２０日に生まれ
た男子であり，死亡当時，Ｐ会社の代表取締役として格別支障なく稼働し，
平成８年分の給与所得控除後の所得金額は１５４０万円であったこと，亡Ｈ
は，死亡当時，一家の支柱として妻であるＸ１及び子である同雅子を扶養
し，また，Ｘ２，同淳子及び同和子と同居していたことが認められる。

(イ)　前記(ア)で認定した各事実に照らすと，亡Ｈの就労稼働年数を死亡時か
ら８年（６７歳まで）とし，生活費控除率を３０％，中間利息の控除をライプニ
ッツ式係数を用いて６．４６３２とするのが相当であり，そうだとすると，亡Ｈ
の逸失利益は次のとおり，少なくとも６９６７万３２９６円を下らないと認める
のが相当である。

15,400,000×6.4632×(1-0.3)=69,673,296
(ウ)　なお，原告らは，中間利息の控除の割合について，現在の金利等に照

らすと年３％程度が上限であると主張する。確かに，現在の実質金利及び
公定歩合によれば，定期預金等による資金運用によっても年５％の割合に
よる複利の利回りで運用利益を上げることが困難であることは否定でき
ず，原告らの主張も理解できなくはない。しかし，民法所定の民事法定利率
の規定は，当事者間に利率の合意がない場合の利息，法定利率を超える
利率の約定がされていない場合の遅延損害金などについて統一的に適用
されるものであり，法定利率と実際の金利情勢との著しい乖離が長期間見
込まれる場合には，本来民法４０４条の改正という立法上の手当が行われ
るべきである。そのような手当がされていない現在においては，法的安定
及び統一的処理の見地から，法定利率年５％により中間利息の控除をす
ることが相当であり，他に，本件において，中間利息の控除の割合を年３％
を上限としなければならない特段の事情も認められない。よって，この点に
関する原告らの主張は理由がなく採用の限りではない。

イ　亡Ｈの死亡慰謝料



亡Ｈは，気道の確保が実施されていれば亡Ｈは確実に死を免れたこと，一
家の支柱として原告らの生計を支える存在であったこと，亡Ｈは，妻及び４人
の娘を残して死亡していること，被告医師らの注意義務違反の態様は軽いと
はいえないこと等本件に顕れた諸事情に照らすと，亡Ｈが被った精神的苦痛
に対する慰謝料は，少なくとも２６００万円を下らないものと認めるのが相当で
ある。

ウ　前記ア及びイによる損害額の合計は９５６７万３２９６円であるところ，Ｘ１は，
亡Ｈの妻として，その２分の１である４７８３万６６４８円を，Ｘ２，Ｘ３，Ｘ４及びＸ
５は，亡Ｈの子として，その８分の１である１１９５万９１６２円をそれぞれ相続し
ていることが認められる。

(2)　原告らが被った損害について
　原告らは，亡Ｈの損害に加えて，原告らが被った固有の損害として葬祭費及び
原告ら自身の慰謝料を請求している。しかし，本件において，被告と診療契約を
締結したのは亡Ｈであるから，診療契約上の注意義務違反による損害として葬
祭費及び原告ら固有の慰謝料を認めることは困難であり，この点に関する原告
らの請求は理由がない。

(3)　過失相殺の類推適用の当否について
ア　被告は，本件において，仮に，被告医師らの医療行為に過失が存在すると

評価された場合であっても，本件の背後に存在した急激な死への転帰を辿り
うる病態，疾患そのものが亡Ｈの死亡という結果発生に大きく寄与していたこ
とに照らすと，公平の見地から，民法７２２条２項の過失相殺の規定を類推適
用し，損害額を減額するのが妥当であると主張する。

イ　しかし，前記２で詳述したとおり，本件は，被告医師らにより，気道の確保が
適切になされていれば亡Ｈは救命されていた蓋然性が高く，亡Ｈの疾患が，
死亡という結果に大きく寄与していたと認めることは困難であるから，被告が
その主張の前提とする結果発生への寄与という事実を欠く。そして，亡Ｈ及び
原告らには何らの過失が認められないこと，他方，被告医師らの過失は軽い
とはいえないことなどを総合的に考慮すると，本件において，民法７２２条２項
の過失相殺の規定を類推適用しなければ，公平を失するとはいい難い。

ウ　以上によれば，本件に過失相殺の規定を類推適用すべきであるとの被告の
主張は，理由がないということになる。

(4)　弁護士費用
前記(1)及び(2)で認定したとおり，Ｘ１には４７８３万６６４８円の，Ｘ２，Ｘ３，Ｘ４

及びＸ５にはそれぞれ１１９５万９１６２円の請求権が認められるところ，これら認
容額及び本件事案の内容並びに本件紛争経過を考慮すると，Ｘ１は２４０万円，
Ｘ２，Ｘ３，Ｘ４及びＸ５はそれぞれ６０万円の各弁護士費用が，本件死亡事故と相
当因果関係のある損害と認めるのが相当であり，その余の弁護士費用の請求
は理由がない。

第４　結論
以上のとおりであるから，原告らの請求は，Ｘ１に対し５０２３万６６４８円，Ｘ２，Ｘ

３，Ｘ４及びＸ５に対しそれぞれ１２５５万９１６２円及び前記各金員に対する亡Ｈが
死亡した日の翌日である平成９年８月９日から支払済みまで民法所定の年５％の
割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある（少なくとも本件のような
診療契約に基づく債務不履行により，人の命を害したことによる損害として請求さ
れる場合でもその賠償義務の履行期に関しては不法行為による損害として請求さ
れる場合と実質上区別すべき合理的理由がないので，損害の発生後直ちにこれを
賠償すべきものと解するのが相当である。ちなみに弁護士費用についても同様の
考慮からこれを認めた。）からこれを認容し，その余の請求はいずれも理由がない
からこれを棄却することにする。
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